
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

○
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
十
七
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
助
産
所
の
構
造
設
備
の
基
準
は

第
十
七
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
助
産
所
の
構
造
設
備
の
基
準
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
通
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

入
所
施
設
を
有
す
る
助
産
所
に
あ
つ
て
は
、
床
面
積
九
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

五

入
所
施
設
を
有
す
る
助
産
所
に
あ
つ
て
は
、
床
面
積
九
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

の
分
べ
ん
室
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
分
べ
ん
を
取
り
扱
わ
な
い
も
の
に
つ

の
分
べ
ん
室
を
設
け
る
こ
と
。

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
助
産
所
の
構
造
設
備
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
建

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
助
産
所
の
構
造
設
備
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
建

築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

築
基
準
法
の
規
定
に
基
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（別紙２）


